
 

 

 

 

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が

寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。 

損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割の軽減効果が

あります。 

 

 

 

 

損金算入による軽減効果 

約３割 

法人住民税＋法人税（控除） 

４割 

法人事業税（控除） 

２割 

企業負担 

約１割 

（例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減され、実質的な企業負担は約100万円となります。 

 

【企業にとってのメリット】 

１．社会貢献に取り組む企業としてのPR効果 

２．地方公共団体との新たなパートナーシップの構築 

３．地域資源を生かした新事業の展開 

 

【留意事項】 

１．１回あたり10万円以上の寄附が対象です。 

２．寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。 

３．本社が福津市以外にある企業が対象です。 

４．本制度の対象期間は令和７年度から令和９年度までです。 

 

【寄附の流れ】 

 

 

 

 

 

  

寄附額 

 

企業版ふるさと納税とは？ 

ご相談・お申し出 

税申告の手続き 

寄附対象事業や寄附金額について、企業様のご意向を伺いますの
で、まずは裏面の問い合わせ先（福津市経営企画部経営戦略課企画
係）までご連絡ください。対象事業や金額が決定しましたら、寄附申
出書をご提出いただきます。 

寄附の払い込み方法についてご案内いたしますので、払い込みをお
願いいたします。 

払い込みの確認ができ次第、寄附の受領証を発行しますので、必要
な税申告手続きをお願いいたします。 

寄 附 

 
約９割の軽減効果！ 

様々なメリットもあります♪ 

新原・奴山古墳群マスコットキャラクター 
「ふんちゃん」 

福岡県福津市 

企業版ふるさと納税のご案内 

軽減効果 



【福津市の主な地方創生プロジェクト（寄附対象事業）】 

 １．地域資源を生かした魅力あるしごとづくり事業  

本市では、豊かな農地や漁場を背景に、農業や水産業といった第一次産業が根付いています。しか

し、就業者の高齢化が進行し、担い手は減少傾向にあります。また、商工業については、人口増加に伴

う消費拡大が見込まれる一方で、物価高騰などにより経営が厳しい状況にあります。 

そのため、農水産品とその加工品の販路拡大を進めながら、産業としての魅力の強化とともに、一人

当たりの所得向上につながる取り組みを進めていきます。商工業に関しては、市域内での消費・雇用の

拡大を目指し、企業や事業所への支援のほか、様々な働き方に対応できる環境整備に取り組むのと併

せ、観光資源の更なる活用や事業所・産業間の連携強化に取り組みます。 

（事業例）福津産品の流通促進、農業・水産業の担い手確保、創業支援体制の充実 など 

 ２．魅力を増進し人を惹きつけるまちづくり事業  

本市は、歴史・文化的資源として全国有数の参拝客数を誇る「宮地嶽神社」をはじめ、世界文化遺産

の「新原・奴山古墳群」など、自然や農水産物、伝統工芸を含めた魅力的な観光資源を数多く保有して

います。他方、近年の空き家増加といった、地域の活力を低下させうる諸問題が生じてきています。 

そのため、各地域産業と連動した観光振興策の推進と効果的な情報発信を行い、観光地として更な

る魅力の向上に取り組みます。また、担い手不足に対し、関係人口の拡大に取り組みます。 

（事業例）観光資源の魅力向上、郷づくり活動の推進、空家対策 など 

 ３．出産・子育ての希望をかなえるまちづくり事業  

本市の合計特殊出生率は約 1.６１（２０２３年）で、国や福岡県と比較しても高い水準を維持していま

す。一方で、全国的な傾向として、「結婚観の変化」「仕事と子育ての両立の難しさ」「地域のつながりの

希薄化」などを背景とした「出生数の低下」「児童虐待」等が課題になっています。 

本市では引き続き子育て世代の転入が見込まれていることから、妊娠～子育て期において、こども

及びその保護者に対する包括的なケアを継続し、「出産・子育ての希望をかなえるまち」を目指します。 

（事業例）妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援、子育てしやすい環境づくりの推進 など 

 ４．安心して住み続けられるまちづくり事業  

本市には特性の異なる８つの地域があり、それぞれの地域では地域住民が主体となって行う地域づ

くり活動に取り組んでいます。様々な課題の解決に向け、地域住民をはじめ、多様な主体と共働しつつ、

課題に応じた施策を進めていく必要があります。 

安心して住み続けられるまちづくりに向け、交通、防災、地域コミュニティの観点に着目し、「コミュニ

ティバスなどの公共交通の維持・利便性の向上」「近年発生している大規模災害への対応力の強化」

「新たな活動者の入り口・居場所の創出による地域づくりの担い手育成」といった取り組みを、デジタル

の力を取り入れながら進めていきます。 

（事業例）公共交通の維持・向上、市民活動の推進（「未来共創センター キッカケラボ」の運営） など 

 

【問い合わせ】 経営企画部経営戦略課企業誘致係 

〒811-3293福岡県福津市中央１丁目１番１号 

電話 0940-43-8121 ／ メール kikaku@city.fukutsu.lg.jp 

令和８年４月発行 


